
 

 
  

 

【第７３回人権週間ポスター】 

昭和２３年１２月１０日、国際連合第３回総会にお

いて、全ての人民と全ての国とが達成すべき共通の基

準として、「世界人権宣言」が採択されました。世界人

権宣言は、基本的人権尊重の原則を定めたものであ

り、初めて人権保障の目標ないし基準を国際的にうた

った画期的なものです。採択日である１２月１０日

は、「人権デー（Human Rights Day）」と定められて

います。 

法務省の人権擁護機関では、昭和２４年から毎年、

人権デーを最終日とする１週間（１２月４日から１２

月１０日）を「人権週間」と定め、その期間中、各関

係機関及び団体と協力して、全国的に人権啓発活動を

展開し、人権尊重思想の普及高揚を呼びかけていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

しかし、今なお、新型コロナウイルス感染症の感染

者等に対する偏見・差別、インターネット上における

誹謗中傷、いじめや虐待、外国人や障害のある人、ハ

ンセン病元患者やその家族などに対する偏見・差別な

ど、様々な人権問題が依然として存在しています。 

 これらの問題を解決し、国連の持続可能な開発目標

（ＳＤＧｓ）が掲げる「誰一人取り残さない」社会を

実現するには、私たち一人一人が人権尊重の重要性を

改めて認識し、他人の人権に配慮した行動を取ること

が大切ではないでしょうか。 

１２月４日から１２月１０日までの 1 週間を「人権

週間」と定め、様々なメディアを利用して、全国各地

で集中的に人権啓発活動を行います。 

この機会に、お子様と一緒に、人権（差別・偏見、

命やいじめなど）について考えてみてください。 

 

 

 

 ６年生の修学旅行が、１１／２６・２７の日程で、無

事に実施されました。 

昨年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点

から、宿泊が中止となり、日帰りで実施しましたが、今

年度は、感染症対策をしっかりと行ったうえで、 

一泊二日で実施しました。 

子ども達は、二日間を楽しみ、良い思い出を 

作ったようです。 

※ 二日間の様子は、ホームページをご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年１２月３日号 

 

桜小学校長 発行 

http://sakura-e.yatomi-schoolnet.jp/ 

人権週間 4日～１０日 

修学旅行が終わりました。 

音羽の滝で 

学問上達？延命長

寿？恋愛成就？ 

をお祈りしました！ 

宿では、 

友禅染を体験し、 

世界に一つだけの

ハンカチを 

作りました！！！ 



 

 


